
  全日本柔道連盟公認 柔道指導者資格基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 講習会受講時点で基準を満たしていること。 

＊＊ 授業科目のシラバスにＣ指導員養成講習会の講習科目の内容が明示されており、所

属する学生が対応する授業科目の単位を全て修得するとＣ指導員養成講習会の講

習科目の受講が免除されることが本連盟から認定された大学等（学校教育法で規定

された大学および専修学校、並びに国の行政機関などの付属機関として設けられた

大学校）をいう。 

公認柔道指導者資格 資格審査試験受験料・更新講習受講料 

 

 

 
 

※ 更新講習会は毎年受講しなければならない。 

平成 26年４月１日、一部改正      平成 27 年４月１日、一部改正 

平成 28 年４月１日、一部改正、施行  令和６年４月１日、一部改正、施行 
令和６年６月３日、一部改正、施行 

 
公認柔道指導者資格 資格登録料 

 

 

 

平成 31年３月１日、施行        令和６年４月１日、一部改正、施 

令和６年６月３日、一部改正、施行 

資格審査

試験等

全日本柔道連盟が実施

する講習会を全て受講

し、資格審査試験に合

格すること。

各都道府県を統括する

加盟団体が実施する講

習会を全て受講し、資

格審査試験に合格する

こと。

各都道府県を統括する加盟

団体が実施する講習会を全

て受講し、資格審査試験に

合格すること、またはＣ指

導員養成校＊＊の所定の単

位を全て修得し本連盟が実

施する資格審査試験に合格

すること。

参段
弐段

または教員免許状所持者

Ｂ指導員資格取得後２

年以上継続的に指導に

関わっていること。

Ｃ指導員資格取得後２

年以上継続的に指導に

関わっていること。

な　し

都道府県の資格審査委

員会からの推薦を受け

ること。

登  録＊

年  齢＊

段  位＊

指導経験等＊

推　薦

全日本柔道連盟登録員であること

満２２歳以上 満２０歳以上 満１８歳以上

四　段

Ａ指導員 Ｂ指導員 Ｃ指導員

４，０００円

Ｃ指導員

更新講習会受講料  主催団体が決定する。

資格審査試験受験料

（講習会受講費を含む。）

Ａ指導員 Ｂ指導員

８，０００円 ６，０００円

合計

１，４００円

全日本柔道連盟

Ａ・Ｂ・Ｃ指導員

奈良県柔道連盟

１，０００円 ４００円


